


東日本大震災に係る文部科学省所管私立学校施設

災害復旧費調査要領の取扱いについて

第１ 趣旨

東日本大震災に係る文部科学省所管私立学校施設災害復旧費調査要領（昭

和４５年１１月１２日付け文管振第１７２号（以下「調査要領」という。）の

取扱いについては、以下によるものとする。

なお、以下に定めのないものについては、「調査要領」による。

第２ 単価の取扱

調査要領第８第３項の単価の取扱いについて、大学及び短期大学の新築単

価については、公立学校施設災害復旧事業の調査の取扱いについて（平成２

３年６月１３日付け２３施施企第１９号）を準用することとする。この場合

の基本単価は、高等学校の基本単価によることとする。ただし、特殊工事が

多岐にわたる等これにより難い場合は、現地適正単価によることとする。
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